
1979年出上の木簡

滋
賀
。鴨
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
滋
賀
県
高
島
郡
高
島
町
大
字
鴨
小
宇
六
反
田
、
東
良

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
七
九
年

（昭
５４
）
六
月
十
八
日
ｉ
十
月
二
日

３
　
発
掘
機
関
　
　
滋
賀
県
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
丸
山
竜
平
、
兼
康
保
明

（文
化
財
保
護
課
）

５
　
迫退
跡
の
種
類
　
官
衝
跡

６
　
迫退
跡
の
年
代
　
平
安
時
代

（九
世
紀
後
半
ぞ
一
〇
世
紀
初
頭
）

７
　
迫退
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構

・
遺
物
の
概
要

鴨
遺
跡
は
、
高
島
町
を
西
か
ら
東
に
流
れ
て
琵
琶
湖
に
そ
そ
ぐ
鴨
川
の
右
岸

に
あ

っ
て
、
南
鴨
の
現
集
落
に
接
し
て
東
側
に
位
置
す
る
。

し
か
し
、
複
合
遺
跡
と
し
て
の
鴨
遺
跡
の
広
が
り
は
、
南
鴨
集
落
を
取
り
囲

む
よ
う
に
五
Ｏ
Ｏ
ｍ
四
方
の
規
模
を
も
ち
、
縄
文
時
代
早
期
、
後
期
、
弥
生
時

代
前
期
、
中
期
、
後
期
、
古
墳
時
代
前
期
、
さ
ら
に
平
安
時
代
全
般
か
ら
中
世

に
か
け
て
の
遺
物
や
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
六
反
田
、
東
良
に
限

っ
て
述
べ
る
狭
義
の
鴨
遺
跡
で
は
、
上
述
し
た

よ
う
に
、
南
鴨
現
集
落
の
東
か
ら
国
鉄
湖
西
線
の
西
側
ま
で

一
。
五
町
四
方
の

広
が
り
を
持

っ
て
い
る
。

発
掘
調
査
は
、
ほ
場
整
備
事
業
に
伴
う
事
前
の
範
囲
確
認
調
査
で
あ

っ
て
、

遺
構
検
出
個
所
で
削
平
予
定
部
分
は
設
計
変
更
に
よ
っ
て
録
存
処
置
を
取

っ
た

た
め
、
面
的
に
遺
構
の
性
格
を
追
究
す
る
よ
う
な
調
査
は
実
施
し
な
か
っ
た
。

調
査
地
は
、
表
土
除
去
後
た
だ
ち
に
遺
構
群
の
現
わ
れ
た
西
側
微
高
地
上
の

Ｗ
地
区
と
、
有
機
質
の
推
積
し
た
ス
ク
モ
層
が
何
層
に
も
観
察
さ
れ
る
東
側
低

平
地
の
Ｅ
地
区
に
大
別
出
来
る
が
、
そ
の
間
の
調
査
地
点
で
も
遺
構
の
広
範
な

存
在
が
確
認
さ
れ
た
。

ま
ず
、
Ｗ
地
区
で
は
、
木
製
品
の
遺
存
状
態
が
よ
く
な
い
自
然
条
件
が
加
味

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
土
器
類
に
つ
い
て
も
Ｅ
地
区
の
そ
れ
と
は
若
千

の
相
違
が
み
う
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
年
代
も
ほ
ば
同
時
期
で
あ
る
し
、
遺
構

も
接
し
て
い
て
方
向
も

一
致
す
る
た
め
緊
密
に
関
連
す
る
遺
構
と
し
て
考
え
て

い
る
。

そ
の
内
訳
は
、　
Ｗ
地
区
の
遺
構
群
の
東
限
を
画
す
る

一
条
の
柵
列

（
の
ち
板

塀
列
）、　
そ
の
西
側
、　
内
部
に
認
め
ら
れ
る
井
戸
跡

一
基
と
建
物
跡
三
棟
以
上

お
よ
び
柵
列
で
あ
る
。

建
物
跡
は
、　
東
西
棟
の
正
殿
風
建
物
の
規
模
が
、　
梁
間
三
間
、　
桁
行
七
間

（
八
・
九
ｍ
ｘ
〓
↑

七
ｍ
）
と
巨
大
で
あ
り
、
北
側
左
右
に
全
長
は
不
明
で
あ
る

が
同
じ
く
東
西
棟
の
建
物
が
二
棟
認
め
ら
れ
る
。
東
側
の
一
棟
が
、
梁
間
二
間
、

桁
行
三
間
以
上

（四
二
ハ
ｍ
×
七
・
四
ｍ
以
上
）
で
西
側
の
そ
れ
が
梁
間
二
間
、

桁
行
三
間
以
上

（五
二
一冨
、
六
二
冨
以
上
）
で
あ

つ
た
。

正
殿
風
建
物
の
南

側
に
も
当
然
建
物
は
予
想
さ
れ
た
が
拡
張
し
て
い
な
い
。

い
ず
れ
の
建
物
よ
そ
の
主
軸
方
向
は
Ｎ
Ｉ
ヂ
ー
Ｗ
ｉ
Ｎ
Ｉ
聟
Ｉ
Ｗ
と
類
似
し
、

詳
し
く
み
る
と
柵
列
、
水
路
を
含
め
て
三
方
向
、
三
時
期
の
施
設
、
建
物
の
建



て
替
え
が
考
え
ら
れ
た
。
な
お
、
建
物
跡
は
柱
根
を
残
し
て
お
り
、
な
か
に
は

壁
板
と
お
ば
し
き
板
材
ま
で
認
め
ら
れ
た
。

Ｅ
地
区
で
は
、
遺
構
と
遺
跡
そ
の
も
の
の
東
限
を
示
す
板
塀
列
が
西
端
に
全

長
三
Ｏ
ｍ
以
上
に
わ
た
っ
て
Ｎ
Ｉ
ぽ
Ｉ
Ｅ
方
向
で
認
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
内
側
に
は
、
接
す
る
よ
う
に
し
て
幅

一
・
三
を

一
・
六
ｍ
、

深
さ
三
〇

師
の
一
条
の
濤
が
平
行
し
て
走
り
、
濤
か
ら
多
量
の
木
製
品
や
土
師

器

。
須
恵
器

・
緑
釉

・
灰
釉
陶
器

・
黒
色
土
器
が
検
出
さ
れ
、
東
西
濤
と
交
叉

す
る
個
所
で
は
灯
明
皿
と
と
も
に
完
存
し
た
柿
と
斎
串
が
出
上
し
た
。

こ
の
濤
か
ら
西
へ
一
一
ｍ
の
箇
所
で
直
径

一
。
一
〇
ｍ
、
深
さ

一
・
六
五
ｍ

の
一
木
を
三
載
し
て
到
貫
い
た
井
戸
が
検
出
さ
れ
、
こ
の
付
近
を
中
心
に
二
五

ｍ
四
方
に
わ
た
っ
て
植
物
質
の
良
く
遺
存
し
た
腐
蝕
層

・
ス
ク
モ
層
が
八
〇

ｃｍ

前
後
に
わ
た
っ
て
堆
積
し
、
問
題
の
木
簡
群
も
こ
の
下
層
の
ス
ク
モ
層
か
ら
発

見
さ
れ
た
。

木
簡
を
除
く
主
要
遺
物
の
内
訳
、

「
朝
」
の
一
字
が
彫
ら
れ
た
方
形
陽
文

一

寸
四
角
の
鋳
釦
印
は
、
総
高
三
・
八

ｃｍ
、
重
さ
八

・
六
五
ｇ
を
測
り
、
量
は
稜

形
を
な
し
、　
紐
孔
は
よ
く
使
用
痕
を
と
ど
め
る
が
、　
印
文
の
正
位
置
を
示
す

「
上
」
あ
る
い
は

「
上
」
の
符
号
は
な
い
。

奈
良
県
立
奈
良
高
校
出
土
に
次
い
で
二
遺
跡
目
と
な
っ
た
木
沓

（履
）
は
、

総
計
九
点
を
数
え
、
う
ち
完
形
に
近
い
長
大
な
方
は
全
長
三
二
ｃｍ
、
幅

一
二

・

五

ｃｍ
で
長
さ
内
法
二
四

ｃｍ
を
測
る
。
他
方
小
規
模
な
方
は
、
全
長
二
六

・
八

伽
、

幅

一
一
・
五

ｃｍ
、
長
さ
内
法
二

一
釦
を
測

っ
た
。
形
状
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、

前
者
は
、
先
端
が
流
線
形
を
な
し
て
尖
り
、
後
者
は
、
扁
平
な
先
端
部
を
な
し

て
い
た
。

下
駄
は
約
二
〇
点
出
上
し
た
。
台
は
小
判
形
と
隅
丸
長
方
形
が
あ
り
、
台
と

歯
は

一
木
で
、
歯
の
形
は
末
広
が
り
に
な
っ
て
下
方
が
台
よ
り
は
み
出
て
い
る
。

前
鼻
緒
位
置
は
左
右
ど
ち
ら
か
に
偏
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
中
央
に
あ
る
も

の
も
あ
る
。

櫛
は
計
七
点
出
上
し
、
完
形
に
近
い
も
の
は
大
き
さ
約

一
〇

伽
、
歯
数
は

一

読
間

一
一
枚
で
あ
る
。
棟
は
ほ
ぼ
水
平
至
届
部
が
角
ば

っ
た
も
の
と
、
棟
及
び

一届
部
が
ゆ
る
や
か
な
丸
み
を
も

っ
た
か
ま
ば
こ
型
の
も
の
と
が
あ
る
。
樹
種
は

ク
ス
ノ
キ
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
祭
祀
遺
物
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、　
人
形

（
一
点
）
・
斎
串

（井
戸
底
検
出
の
五
点
を
含
め
て
総
計
一
一百
０
・
陽
物

（五
点
）
。
仏
像

（
一
点
）
・

鋸
様
木
製
品

（
一
点
）
が
あ
る
。

皇
朝
十
二
銭
中
の
和
同
開
球
を
は
じ
め
万
年
通
宝

。
神
功
開
宝

。
隆
平
永
宝

。
長
年
大
宝

。
饒
益
神
宝

・
寛
平
大
宝
の
七
種
二
五
点
が
出
上
し
た
。
そ
の
他
、

す
り
こ
ぎ

ｏ
へ
ら

（大
小
）

。
し
や
も
じ

・
箸

・
匙

。
木
槌

・
木
盤

・
折
敷

‘

九
脚

・
山
物

・
薪
な
ど
が
多
量
に
出
土
し
た
。

土
器
類
は
莫
大
な
量
に
の
ば
り
全
容
が
把
握
出
来
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
急

拠
整
理
を
試
み
た
ト
レ
ン
チ
一
〇
の
下
層
で
検
出
し
た
遺
物
と
数
量
を
紹
介
し

て
お
き
た
い
。

総
計
約

一
三
〇
八
個
中
、
須
恵
器
三
二
四
個
、
土
師
器
類
七
六
六
個
、
黒
色



1979年出上の木簡

土
器

一
〇
三
個
、
緑
釉
陶
器

一
〇
二
個
、
無
釉
陶
器
八
六
個
、
灰
釉
陶
器
二
七

個
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
供
献
土
器
と
な
る
邦
、
塊
は
土
師
器
の
坑
が
七
三
二
個

と
最
も
多
く
、
次
い
で
須
恵
器
の
邦
が

一
三
二
個
、
無
釉
陶
器
の
塊
が
六
六
個
、

黒
色
土
器
の
塊
五
九
個
、
緑
釉
陶
器
の
婉
五
四
個
、
灰
釉
陶
器
の
塊

一
三
個
と

な
っ
て
い
る
。

他
方
、
煮
沸
用
甕
は
土
師
器
の
そ
れ
が

一
一
個
に
対
し
、
黒
色
土
器
の
甕
が

四
二
個
数
え
ら
れ
た
。

８
　
木
筒
の
釈
文

・
内
容

い
ず
れ
に
せ
よ
、
畿
内
に
し
か
み
う
け
ら
れ
な
い
黒
色
土
器
塊
の
多
量
の
搬

入
、
同
じ
く
緑
釉
陶
器
、
無
釉
陶
器
、
灰
釉
陶
器
の
こ
の
地
へ
の
搬
入
に
は
注

目
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、　
一
般
の
遺
跡
で
は
考
え
難
い
内
容
と
い
え
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
須
恵
器
、
土
師
器
の
中
に
は
墨
書
土
器
が
多
量
に
認
め
ら
れ
、

「
高
」
、

「
廣
津
弥
」
が
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
点
以
上
と
そ
の
ほ
か
、
「
萬
宅
」

「
政

所
」

「
次
官
」
や

「
諄
主
」

「
大
主
人
」

「
主
」
な
ど
が
あ
り
、
遺
跡
の
性
格

の
一
端
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ω
　
「貞
観
十
五
年
九
月
十
七
日
痴
員
百
八
十

一
扮

舷

聞
架

十
一部
制
垣

一 扮
扮
阻

醒

一暴

十
八
且

列
員
一一一百
井
五
扮
締
覇
卍

一一那
□

醜

』
跡
即

〕

＝
Ｈ
十

九

日
茄

員

六
条

七

里

十

七
坪

と

百

七
十

扮

広
〔
家
廠
船
ヰ
如
十
七
扮

井

三

坪

井

扮

加

広
【碑

ヵ
〕
右

惣

合

五

百
酎

酢

解

②
　
「遠
敷
郡
義題
醐叫
融
粗
一ハ斗」

③
　
「＜
神
門
吉
□
□
□
□
×

μ
⇔
〇
×

∞
］
×

⇔

　

〇
釦
μ

（
］
『
〇
）
Ｘ

”
μ
×

∞
〇
　
　
〇
∞
Φ

十
二
日
痴
員
三
百
汁
六
扮

十
八
坪
対
扮
十
七
坪
対
八
扮

‐

升
三
迫
田
百
冊
八
扮

十
四
日
茄
頁
百
汁
分
剛
剛
助
剛

四
日
十
七
坪
百
五
十
扮

庄
田
百
五
十
□

五
日
庄
前
十
四
坪
　
一
一百
十
五
扮
七
坪
十
五

十
四
坪
対
分

六
日
十
四
坪
七
坪
百
閉
杞
扮
七
平
齢
ψ
牌
四
坪
酪
昨
叱

〔七
ヵ
〕　
　
　
〔分
ヵ
〕

□
日
坪
□
□

律

小
□
□
□
井
〔母
ヵ
〕

小
□
□
□
□

大
知
中
国
国

」

四
□

□
四
日
回
□

対
二
□
　
　
　
　
　
」

〕ωφ
”
×
（ω卜
）
×
μ∞　
　
Ｏ
μ
】

（
Ｐ�『
）
×
〕
μ　
　
Ｏ
∞
Φ



⑤
　
「□
二
□
□
□
〔酔
郎
×

（
μＯ
μ
）
Ｘ
（］
∞
）
×
枷　
　
⇔
牌
や

①
は
貞
観
十
五
年
で
は
じ
ま
り
、
お
よ
そ
二

一
五
文
字
が
判
読
出
来
た
日
本

一
長
大
な
木
簡
で
あ
る
。
全
長
は
完
存
す
る
が
、
幅
は
左
側
が
お
よ
そ
％
ほ
ど

欠
損
し
て
い
る
。
頭
部
下
方
に
は
○

。
八

伽
四
角
の
孔
が
穿
た
れ
、
柱
の
角
釘

に
掛
け
て
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

文
面
は
、
九
月
十
七
日
か
ら
十
月
七
日
、
実
際
は
欠
損
分
を
考
慮
す
る
と
十

月
十
日
ご
ろ
ま
で
の

「
チ列
員
」
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

一留
貝
。
量
の
末
尾
に
く
る

「
扮
」

「
分
」
が
ど
の
よ
う
な
単
位
を
示
す
の
か
、

実
例
の
少
な
い
単
位
で
あ

っ
て
、
量
の
内
容
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
東
大
寺

文
書
の
な
か
に

「
分
」

の
使
用
例
が
あ

っ
て
、　
当
時
の
収
穫
の
単
位
を
示
す

「
束
」
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
記
録
板
も
毎
日
の
稲
の

収
穫
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ

「
束
」
を
用
い
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は

疑
間
が
残
る
。
わ
け
て
も
、
当
時
稲
の
単
位
と
し
て
何
束
何
把
何
分
が
存
在
し

て
い
た
と
す
れ
ば

「
束
」
の
意
味
で

「
分
」
を
使
用
す
れ
ば
混
乱
が
生
じ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
ち
な
み
に

「
扮
」
を

「
束
」
と
み
た
場
合
、
判
粥
す
る
蒟
員
が
二
六

二
九
束
と
な
り
実
数
は
五
〇
〇
〇
東
ほ
ど
と
考
え
ら
れ
、
五
〇
〇
束
＝

一
町
と

す
れ
ば

一
〇
町
の
面
積
に
お
よ
が
収
穫
量
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

②
の
遠
敷
郡
は
鴨
遺
跡
の
所
在
す
る
高
島
郡
に
北
接
し
、
若
狭
国
に
属
し
て

い
る
。
鴨
か
ら
安
曇
川
を
横
ぎ
り
追
分
か
ら
若
狭
街
道
に
入
る
と
全
長
三
五
臨

程
で
小
丹
里
付
近
に
至
る
。

こ
の
木
簡
の
も
つ
問
題
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、　
一
つ
は
、
木
簡
の
出
土
層

位
が
下
層
の
ス
ク
モ
層
下
部
に
あ

っ
て
伴
出
土
器
か
ら
九
世
紀
後
半
を
示
す
も

の
で
あ

っ
た
が
、
釈
文
の
と
お
り
郡
郷
里
の
記
載
で
所
在
地
を
示
し
て
い
る
。

周
知
の
と
お
り
郡
郷
里
制
は
七

一
五
年

釜
並亀
元
）
か
ら
七
三
九
年

（天
平
十
一

年
）
の
間
に
実
施
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

間
に
百
年
以
上
の
矛
盾
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ス
ク
モ
下
層
の
灰
白

色
砂
質
土
層
か
ら
、
磨
耗
し
て
細
片
と
な
っ
た
わ
ず
か
数
点
の
暗
文
を
施
こ
し

た
八
世
紀
後
半
代
に
朔
る
土
師
器
の
皿
が
出
土
し
て
お
り
、
い
ず
れ
と
も
断
定

は
し
が
た
い
と
も
い
え
る
。

し
か
し
木
筒
そ
の
も
の
に
は
九
世
紀
後
葉
の
土
層
に
混
入
す
る
ま
で
の
、
百

数
十
年
間
を
物
語
る
風
化
の
痕
が
全
く
な
く
、
木
筒
整
形
の
匁
痕
も
鮮
か
で
あ

っ
た
し
、
札
の
厚
み
○

・
六

釦
と
概
し
て
厚
く
、
先
端
の
削
り
も
粗
野
な
と
こ

ろ
が
あ

っ
て
、
平
城
宮
址
の
出
土
品
中
に
も
類
例
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
平
安
時
代
に
お
け
る
文
献
上
に
郡
郷
里
の
記
載
が
な
い
わ
け
で
は
な

く
、
『
延
喜
式
ｋ
九
〇
五
ぞ
九
二
七
年
）
に
み
え
る
後
田
邑
陵

（光
孝
天
皇
　
八
八
四

ぞ
八
八
七
年
在
位
）
の
所
在
地
は

「
在
山
城
国
葛
野
郡
田
邑
郷
立
屋
里
小
松
原
」

と
あ

っ
て
、
制
度
と
し
て
で
は
な
く
郡
郷
里
の
記
載
方
式
は
存
在
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

さ
ら
に
こ
の
木
簡
の
も
つ
問
題
点
は
、
遠
敷
郡
か
ら
平
安
京
内
に
送
ら
れ
る
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べ
き
荷

（庸
米
）
に
付
け
ら
れ
た
荷
札
が
な
ぜ
こ
の
鴨
遺
跡
で
出
上
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
で
あ
る
。

荷
札
が
荷
の
解
か
れ
る
時
点
ま
で
付
け
ら
れ
て
い
た
と
み
る
原
則
論
に
立
つ

な
ら
ば
荷
解
き
も
こ
の
鴨
遺
跡
で
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

Ｌ
こ
ろ
が
、
律
令
税
制
の
租
、
調
、
庸
の
な
か
で
、
租
で
あ
る
柳

（米
）
は

郡
内
や
国
府
の
官
倉
に
収
め
ら
れ
、
地
方
の
経
常
費
に
充
て
ら
れ
た
が
、
う
ち

雑
米
は
、
年
料
春
米
で
京

へ
輸
す
も
の
が
あ

っ
た
。

ま
た
、
庸
と
い
わ
れ
る

一
年
十
日
間
の
径
役
労
働
に
か
わ
る
物
納
も
、
主
に

布

。
絲

。
米
を
充
て
た
が
、
京
に
運
び
大
蔵
省

（民
部
省
）
に
納
め
て
い
る
。

律
令
税
制
で
は
、
米
は
白
米

（香
米
）
と
し
て
の
み
庸

・
租
の
一
部
と
し
て

中
央
に
運
ば
れ
、
ま
た
、
同

一
国
内
で
の
輸
送
は
あ

っ
た
が
、
他
国
か
ら
中
央

（民
部
省
、
大
炊
寮
）
以
外
の
国
へ
運
ば
れ
る
こ
と
は
考
え
難
い
。
よ
ほ
ど
特
異

な
場
合
で
あ

っ
た
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
鴨
遺
跡
で
全
く
偶
然
に
若
狭
か
ら
京

へ
運
ば
れ
る
庸
米
の

荷
札
が
落
ち
た
か
、
さ
も
な
く
ば
、
庸
米
を
こ
の
鴨
遺
跡
に
運
び
込
む
よ
う
な

あ
ま
り
前
例
の
な
い
特
別
な
事
情
が
あ

っ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
し
か

も
、
荷
札
類
が
こ
れ
の
み
で
は
な
く
、
他
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば

後
者
の
予
想
が
有
力
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
ま
た
、
こ
の
時
代
に
は
荷
札
が
荷
解
き
の
段
階
ま
で
必
ず
し
も
付
け
ら

れ
て
お
ら
ず
他
の
板
材
や
紙
類
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
若
狭
国
か

ら
中
央
に
運
び
込
ま
れ
る
途
中
、
古
代
若
狭
街
道
と
西
近
江
路
そ
し
て
湖
上
輸

送
の
基
点
で
あ

っ
た
こ
の
地
で
荷
札
が
取
り
は
ず
さ
れ
た
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
に
は
鴨
遺
跡
は
、
港
と
し
て
著
名
な
勝
野
湊
の

一
角
に
位
置
し
て

い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

９
　
関
係
文
献

丸
山
竜
平

「
鴨
遺
跡
の
発
掘
調
査
」
３
日
本
歴
史
』
第
三
八
一
号
）

一
九
八
〇
年

嗽
鞍
誡
委．舗
鵠
『
鴨
遺
跡
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
〇
年

付
記
　
木
簡
解
読
に
つ
い
て
は
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
田
中
琢
氏
を
は
じ
め
平
城
宮

跡
発
掘
調
査
部
の
狩
野
久
、
鬼
頭
清
明
両
氏
に
お
願
い
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
間
釈
文

・
解
釈
に
つ
い
て
奈
良
女
子
大
学
の
佐
藤
宗
諄
、
大
阪
工
大
の
岡
田
精
司
、
立
命
館
大
学

の
山
尾
幸
久
各
先
生
に
は
種
々
ご
教
示
を
得
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
感
謝
し
ま
す
。

（丸
山
竜
平
）

鴨遺跡木簡出土地点図



写真 1 鴨遺跡出土墨書土器
1。 大領,大領,大領 2,次官 3.廣津 4.萬 5.寺方,酉市 6.廣津 7.成中

写真 2 鴨遺跡遺構全景 (W地区南から)


